
別表 ２ 
 

      くまがや市商工会会費賦課基準表 

 

 

１．一般会費対象者［基本割＋従業員割］ 

 

基 本 割 従 業 員 割 合 計 額 

月 額 区分 従業員数 月 額 月額合計額 

 ６００円 １ ０ ０円 ６００円 

 ２ １   １００円     ７００円 

３ ２ ２００円       ８００円 

４ ３ ３００円     ９００円 

５ ４ ４００円   １，０００円 

６ ５ ５００円 １，１００円 

７ ６～１０ ８００円   １，４００円 

８ １１～１５ １，１００円 １，７００円 

９ １６～２０ ２，０００円    ２，６００円 

１０ ２１～３０ ３，０００円 ３，６００円 

１１ ３１～５０ ５，０００円    ５，６００円 

１２ 51～100 ６，０００円 ６，６００円 

１３ 101～200 ８，０００円   ８，６００円 

１４ 201～300 １０，０００円  １０，６００円 

１５ 301～400 １２，０００円   １２，６００円 

１６ 401～500 １４，０００円  １４，６００円 

１７ 501以上 １５，０００円  １５，６００円 

 

 

  ◎従業員とは、 ①当該事業所に常時従事している従業員。 

          ②家族従業員（配偶者は除く）。 

          ③長期アルバイト、派遣社員、テナント社員。 

          ④パートタイマー（0.5人分としてみます）。 

          ⑤法人の場合は、事業主、配偶者以外は従業員として 

加算します。 

 

 



２．特別会費対象者 

 

(１) 第１分類 ＝ 小売業で、店舗面積が５００㎡以上の店舗 

          ［基本割＋店舗面積割］ 

 

 

①  基本割 ＝ 月額２，４００円 

 

② 店舗面積割 

 

   Ａ群   Ｂ群 

  店舗面積 500～1,499 1,500以上 

 ㎡当たり月額 ５円 １０円 
 

 

(２) 第２分類 ＝ 金融機関［基本割＋従業員割］ 

 

 

①  基本割  ＝ 月額２，４００円 

 

② 従業員割 ＝ 一般会費対象者の会費賦課基準表を準用する 

 

 

(３) 特別協力金 

 

① １口 ＝ １，０００円（口数の倍数とする） 

 

３．会費の払込の方法 

 

   年２回、口座振替又は地区役員による集金とする。 

 

４．会費の納期 

 

   会費の納期は、上期が６月末、下期が１０月末とする。 


